
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１２月３０日 １１時４０分ごろ 

発生場所 大分県大分市佐賀関港北東方沖 

 関
せき

埼灯台から真方位２８１°２,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１６.３′ 東経１３１°５２.６′） 

事故の概要 プレジャーボート美風
よしかぜ

は、西進中、また、プレジャーボート凪
なぎ

は、

漂泊中、両船が衝突した。 

美風は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、凪は、左舷外板の破損

等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年１月５日、調査を担当する主管調査官（門司事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  プレジャーボート 美風、３.３トン 

   ＯＴ３－６０１４５（漁船登録番号）、個人所有 

     第２９４－２１７２５号（船舶検査済証の番号） 

Ｂ  プレジャーボート 凪、０.７トン 

     ２９４－２４９１６大分、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ  船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ  船首部外板に擦過傷 

Ｂ  左舷外板に破損、右舷舷縁に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 船長Ａは、漁場を移動するために西進中、船首方に他船を見掛けな

かったので、船首方に他船はいないものと思って航行していた。 

 船長Ｂは、漂泊中、左舷方至近となったＡ船に気付き、衝突の危険

を感じて海に飛び込んだ。 

分析  Ａ船は、西進中、船長Ａが、船首方に他船を見掛けなかったので、

船首方に航行の支障となる他船はいないものと思い、見張りを適切に

行っていなかったことから、漂泊中のＢ船に気付かなかったものと考

えられる。 

  Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、周囲の見張りを適切に行っていなかっ

たことから、左舷方から向かってくるＡ船が至近となって気付いたも

のと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船の船長Ａが、船首方の見張りを適切に行っておら



 

ず、また、Ｂ船の船長Ｂが、周囲の見張りを適切に行っていなかった

ため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。  


